
※3 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除（基礎控除
や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額）であり、確定申告書（所得税）に記載された課税される所得金額とは異なります。

※4 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

負担割合の変更により、紙の保険証または資格確認書が変更になったときは、変更前の紙の保険証または資格確認書はお住
まいの市区町村窓口へ返却してください。変更前の紙の保険証または資格確認書で医療機関を受診した場合や所得の修正
申告により過去の負担割合が変更になった場合、負担割合の差額精算が必要となることがあります。

以下、（1）（2）両方の要件に該当する方
（1）同一世帯に住民税の課税所得（※3）28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる。
（2）同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額（※4）」の合計金額が
　  ●被保険者が1人の場合　　→200万円以上
　  ●被保険者が2人以上の場合→320万円以上


